
● 長袖の作業着など肌がみえない服装で作業をしましょう。

● 保護帽（国家検定合格品）、安全靴（ＪＩＳ規格、ＪＳＡＡ協会品）及び

丈夫な手袋を着用しましょう。

● 必要に応じ防じんマスク（国家検定合格品）や保護眼鏡（ＪＩＳ規格品

等作業に応じた物）を着用しましょう。

● 防じんマスクの使用に当たっては、使用前に漏れがないか確認する

ためのフィットチェックをしましょう。

● 保護眼鏡を使用する前に割れ変形汚れが無いか点検しましょう。

● 暗部で作業を行う場合は、照明等を設置し反射材を着用しましょう。

１作業に適した服装

解体作業での労働災害を防止しましょう

和歌山労働局 労働基準部 健康安全課

解体工事業を含む『その他の建築工事業』の労働災害件数
は平成２４年以降、毎年３０件以上発生しており、また、団塊世
代の定年退職、少子高齢化にともなう住宅戸数の過多により、
今後、家屋解体の増加が見込まれるため、解体工事での労
働災害防止が喫緊の課題となっています。本リーフレットを活
用しゼロ災をめざしましょう。



２ 安全な作業のための準備

● 事前に吹き付け石綿、石綿含有保温材及び石綿含有ボード等
の除去を専門業者又は有資格者により行う。
石綿除去区域は隔離すること。

● 作業を開始する前に、作業主任者、指揮者を選任し、その者の
指揮を受けて作業を行いましょう。
● 周りで作業を行っている人に危険が及ぶことのないよう、作業
計画を作成し、作業員間で連絡を取り合い、十分注意して作業を
実施しましょう。
● がれき等の廃材を運搬するための運搬経路を確保しましょう。
● 解体で使用する機械等は、作業開始前に点検、整備を行いま
しょう。
車両系建設機械は、１年以内ごとに１回、特定自主検査を受け、
移動式クレーンは、年次点検、性能検査を受けましょう。
● 使用する機械等は、種類、能力等に応じ有資格者による運転を
行いましょう。
玉掛作業は玉掛技能講習修了者による作業を行いましょう。

● 作業主任者等 高さ５ｍ以上のコンクリート造、鉄骨造の建築物を解体
する時は、作業主任者の選任が必要です。

高さ５ｍ以上の足場の組立て解体等を行う場合には、作業主任者の選任
が必要 足場の組立て解体等には、特別教育が必要です。
石綿の除去、含有建材の解体は、作業主任者の選任が必要です。
解体作業には、特別教育が必要です。
木造建築物を解体する時は、作業指揮者の選任が必要です。



３作業中に注意すべき事項

がれきの処理の際
● 安定の悪いがれきの上などで作業をしないようにしましょう。
● 重い物を無理に１人で運ぶのはやめましょう。
● 倒れた柱などの長尺のがれきを運ぶときは、周りに人がいないか十分
注意しましょう。
● 薬品等の容器や、液漏れした機械、設備等を見つけた場合には作業
責任者に連絡しましょう。
● 石綿が含まれているおそれのある建材（ボード等）については、散水等
によりできるだけ湿潤化するとともに、原則、割らずに分別し、石綿作業
主任者、特別教育修了者で対応しましょう。
● 作業中の重機（車両系建設機械、移動式クレーン等）に近づかず退避
しましょう。

荷積みの際
● トラック等へがれきを積む際は「積み過ぎ」に注意しましょう。
● トラック荷台に積まれたがれきに乗らないようにしましょう。
● 作業の性質上、荷台等に乗る場合は、墜落防止措置を行いましょう。

その他の留意事項
● 解体中、吹付石綿、石綿含有保温材等を発見した場合は、作業を中
断し石綿除去工事への対応、監督署及び県又は市への届出をしましょう。
● 粉じんが舞うような場所での飲食や喫煙をしないようにしましょう。



４ 健康管理

● 常時使用する労働者に対し定期健康診断を受診させましょう。

● 粉じん作業を行う労働者に対し、じん肺健診を受診させましょう。

● 吹付石綿、石綿を含有する建材等を取り扱う労働者に対し石綿
にかかる健康診断を受診させましょう。

● 重い物は、１人で運ばず、複数で対応する、機械を使用する等
腰痛対策を行いましょう。

● 夏場、熱中症予防対策を行いましょう。
ＷＢＧＴ温度計を活用しましょう。

● 休憩場所、トイレを設置しましょう。

※作業中に体調が悪くなった場合又は、被災した場合は、
作業を直ちに中止し、すぐに救急搬送をしましょう。

ご不明な所がございましたら、和歌山労働局 労働基準部 健康安全課
又は、所轄労働基準監督署へ問い合わせをお願いします。



車両系建設機械 解体用 技能講習留意事項
（平成２５年の改正に伴う運転資格の変遷）

昭和４７年１０月１日に労働安全衛生法施行に伴い就業
制限業務として機体重量３ｔ以上の車両系建設機械に対
し技能講習制度が始まった。

特例講習として昭和４７年１０月１日から昭和４９年９月３０日まで実施され
た。特例講習修了証には特例と記載がある。

↓

昭和５３年１月１日就業制限業務として機体重量３ｔ以上
の車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習が始まり、
車両系建設機械運転技能講習には、整地・運搬・積込み
用及び掘削用の表記がなされた。
基礎工事用の特例講習は昭和５３年１月１日から昭和５３年１２月３１日ま
で実施された。＊特例講習修了証には特例と記載がある。

昭和４７年１０月１日から昭和５２年１２月３１日までに実施された車両系
建設機械運転技能講習修了者（特例を含む）は、整地・運搬・積込み用及

び掘削用のみ有効である。 ↓

平成２年１０月１日就業制限業務として機体重量３ｔ以上
の車両系建設機械（解体用（ブレーカー））技能講習が始
まった。

解体用の特例講習は平成２年１０月１日から平成４年９月３０日まで実施
された。＊特例講習修了証には特例と記載がある。

車両系建設機械（解体用）技能講習（特例を含む）は平成２年１０月１日

から平成２５年６月３０日まで実施された。

↓

平成２５年７月１日、機体重量３ｔ以上の車両系建設機械
（解体用）は、従来は、ブレーカーのみであったが、鉄骨
切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の３機種が
追加される。

平成２年１０月１日から平成２５年６月３０日までに実施された、解体用運転技能
講習修了者（特例を含む）はブレーカーのみ運転が可能である。

特例講習修了証には、特例の記載があり１種から４種の内いずれかの
種別の記載がある。特例講習を修了することによりブレーカー、鉄骨切断
機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の４機種の運転が可能となる。
特例講習期間は平成２５年７月１日～平成２７年６月３０日まで実施

和歌山労働局 労働基準部 健康安全課



主な車両系建設機械 運転資格

車両系
建設機械

機体重量 技能講習 特別教育 年齢制限

整地・運搬・
積込み用及
び掘削用

３ｔ以上 ○ × １８歳以上

整地・運搬・
積込み用及
び掘削用

３ｔ未満 ○ ○ １８歳以上

解体用 ３ｔ以上 ○ × １８歳以上

解体用 ３ｔ未満 ○ ○ １８歳以上

基礎工事用 ３ｔ以上 ○ × １８歳以上

基礎工事用 ３ｔ未満 ○ ○ １８歳以上

使用する建設機械、荷役運搬機械等について、資格の
判断がつかない場合は、和歌山労働局 労働基準部

健康安全課又は、所轄労働基準監督署へ問い合わせを
お願いします。


